
浄華保育園の利用定員の設定について

高まる保育需要に対応するため、岡崎地域に新たな保育所の創設に取り組んできま

した。令和元年度に整備・運営を行う社会福祉法人を公募により選定し、「（仮称）若

松西保育園」として、施設整備が進められてきました。

この度、当該保育所の開所にあたり、子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保

育施設の確認申請がありましたので、同法第 31 条第２項の規定により、利用定員の

設定について子ども・子育て会議の意見を聴取いたします。

１ 利用定員の設定について

⑴ 定員の設定

教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）及び地域型保育事業（小規

模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）の設置

にあたっては、認可基準の範囲内で、施設及び事業所の認可定員を定めます。

市は、認可を受けた教育・保育施設及び地域型保育事業について、施設型給付

費（委託費）の支給対象として確認する際に、その単価の基準となる利用定員を

教育・保育給付認定区分ごとに０歳、１～２歳、及び３～５歳の別に定めます。

市の確認を受けた教育・保育施設及び地域型保育事業は、特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業として位置付けられます。

◆特定教育・保育施設の利用定員に関する基準

施設の種類 利用定員数 教育・保育給付認定区分※ 備考

認定こども園
20 人以上

１号・２号・３号 ３号については、

０歳と１～２歳に区分保育所 ２号・３号

幼稚園 規定なし １号

教育・保育給付認定区分

1 号：教育標準時間認定を受ける満 3 歳以上の小学校就学前子ども

2 号：保育（標準時間・短時間）認定を受ける満 3 歳以上の小学校就学前子ども

3 号：保育（標準時間・短時間）認定を受ける満 3 歳未満の子ども

（岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例）

資料１



⑵ 利用定員の設定に関する留意事項

利用定員は、認可定員と一致させることを原則としつつ、地域における需要や

施設ごとの利用見込み等の状況を踏まえて、市で調整をしたうえで設定します。

⑶ 利用定員の設定に関する意見聴取

利用定員の設定にあたっては、あらかじめ子ども・子育て会議において意見聴

取を行う必要があります。（子ども・子育て支援法第 31 条第２項、第 43 条第２項）

２ 申請保育所について

名 称 浄華保育園

所 在 地 岡崎市若松町字西之切 47 番地 2

設 置 者

社会福祉法人 真和会

所在地：岡崎市針崎町字朱印地３番地

白鳩保育園を運営（昭和 28 年 10 月１日認可・定員 200 人）

土 地 2,788.13 ㎡（岡崎市から無償貸与）

建 物

構 造 鉄筋コンクリート造 ２階建て

建築面積 1,098.52 ㎡

延床面積 1,441.51 ㎡

令和３年 12 月 竣工

認 可 定 員

【内訳】

２００人 ０歳 6 人、１歳 28 人、２歳 32 人

３歳 43 人、４歳 45 人、５歳 46 人

事業開始予定日 令和４年４月１日

浄華保育園

＜周辺図＞

岡崎小学校

藤田医科大学

岡崎医療センター



３ 利用定員（案）

施設名
２号 ３号

計
【参考】

認可定員３～５歳 １～２歳 ０歳

浄華保育園 43 人 60 人 6 人 109 人 200 人

・開所時（令和４年４月）は、保育需要及び適正な保育所の運営の観点から、２号認定こども

は３歳児のみの受け入れとします。

・４歳児は令和５年４月から、５歳児は令和６年４月からの受入れとし、それにあわせて利用

定員を増やしていく予定です。

・なお、段階的に利用定員を増員していくことについては、「おかざきっ子 育ちプラン（第２

期 岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」との整合性が取れています。

※ おかざきっ子 育ちプラン P36～38 より抜粋


